
社会福祉法人すくすくどろんこの会 空と杜の保育園かんだいじ運営規程 

  

（事業所の名称等） 

第１条 社会福祉法人すくすくどろんこの会が設置するこの保育所の名称及び所在地は、次の

とおりとする。 

⑴ 名 称 空と杜の保育園かんだいじ 

⑵ 所在地 横浜市神奈川区神大寺 3－35－3 

 

（施設の目的及び運営方針） 

第 2条 空と杜の保育園かんだいじ（以下「当園」という。）は、保育を必要とする乳児及び幼

児を 日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。 

2 当園は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児（以下「利用乳幼児」とい う。）

の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供

するよう努めるものとする。 

3 当園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との密接な連携の下に、利用乳幼 児の

状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。 

4 当園は、利用乳幼児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、 利用

乳幼児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるもの

とする。 

5 当園は、「横浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成 26年 9月 25日横浜市条例第 48号）」その他関係法令・通知等を遵守し、事業を実

施するものとする。 

 

（認可定員） 

第 3条 当園の認可定員は 60人とする。 

 

（利用定員） 

第 4条  利用定員は、次のとおりとする。 

クラス 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

定員 3人 8人 10人 13人 13人 13人 

 

（提供する保育等の内容） 

第 5条 当園は、保育所保育指針（平成 29 年厚生労働省告示第 117 号）に基づき、以下に掲げる

保育その他の便宜の提供を行う。 

⑴ 特定教育・保育（第 10条に規定する時間において提供する保育をいう。以下同じ。） 

⑵ 養護と教育の一体的な提供 

⑶ 食事の提供 

⑷ 子育て家庭に対する支援 

⑸ 延長保育事業 

⑹ その他保育に係る行事等 

 

 



（延長保育）  

第 6 条 当園は、保育標準時間認定子どもについては 7 時 30 分から 18 時 30 分まで、保育短

時間認定子どもについては 8 時 30 分から 16 時 30 分まで、それぞれ平常の保育時間を超え

て保育が 必要な場合に延長保育を行う。 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第 7条 保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

また、員数について非常勤職員は、実人数でなく常勤換算人数とする。ただし、職員の配

置については、条例で定める配置基準以上で保育を実施する上で望ましいとする職員配置

基準を下回らない人数とする。なお、員数は入所人数により変動することがある。 

⑴  園長 1名 

園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため

必要な指揮命令を行うとともに、利用乳幼児を全体的に把握し、園務を司る。 

⑵ 主任保育士 1名 

主任保育士は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、園長を補佐

し、保育内容について他の保育士を総括する。 

⑶ 保育士 8名 

保育士は、保育に専従し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行

う。 

⑷ 栄養士 1名 

栄養士は、利用乳幼児の発達段階に応じ、0 歳児の離乳食、1～2 歳児の幼児食及び

3歳以上の幼児食に係る献立を作成する。 

⑸ 調理員 2名 

調理員は、栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。 

⑹ 看護師  1名 

   児童の健康状態を観察し健康管理等の業務を行う。 

⑺ 事務員  １名 

   園内諸業務に従事する。 

⑻ 保育補助員 若干名 

    保育補助員は、保育士の職務を助ける。 

⑼ 嘱託医 １名（非常勤） 

嘱託医は、園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び支給

認定保護者への相談、指導を行う。 

⑽ 嘱託歯科医 １名（非常勤） 

嘱託歯科医は、園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職員

及び支給認定保護者への相談、指導を行う。 

２前項に定めるもののほか必要に応じてその職員を置くことができる。 

 

（保育を提供する日） 

第 8 条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始（12 月 29日

から 1月 3日）及び祝祭日を除く。 

２ 土曜日は、保護者が就労の方のみ保育を提供する。 



（保育を提供する時間） 

第９条 保育を提供する時間は、次のとおりとする。 

⑴ 保育標準時間認定に係る保育時間（11時間） 

7時 30分から 18時 30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時

から、および 20時までの開園時間の範囲内で延長保育及び時間外保育を提供する。 

⑵ 保育短時間認定に係る保育時間（8時間） 

8時 30分から 16時 30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時

から、および 20時までの開園時間の範囲内で延長保育及び時間外保育を提供する。 

⑶ 開園時間 

当園が定める開園時間は、次のとおりとする。 

月～土曜日 7時 00 分から 20時 00分までとする。 

 

（利用者負担その他の費用の種類） 

第 10 条 当園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を受けた市町村

に対し、当該市町村の定める利用者負担金（保育料）を支払うものとする。 

2当園は、支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の緊急 その他

やむを得ない理由により保育を提供した場合については、当該保護者から特定教育・保育

基準費用額（子ども・子育て支援法第 28 条第 2項第 1号に規定する内閣府総 理大臣が定め

る基準により算定した費用の額をいう。）の支払いを受けるものとする。この場合、当該保

護者が適切に教育・保育給付を受けられるよう、特定教育・保育提供証明書の交付その他

必要な措置を講じるものとする。 

3 当園は、前項の支払いを受けるほか、特定教育・保育の提供における便宜に要する費用のう

ち、別表に掲げる費用の支払いを受けることがある。 

4延長保育の料金は「横浜市延長保育料ガイドライン」に基づく。 

 

（利用の開始に関する事項） 

第 11条 当園に入園するときは、横浜市との利用調整を行わなければならない。 

 

（利用の終了に関する事項） 

第 12条 当園は、以下の場合に保育の提供を終了するものとする。 

⑴ 2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき 

⑵ 利用乳幼児の保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき 

⑶ その他、利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき 

 

（緊急時における対応方法） 

第 13 条 当園の職員は、保育の提供を行っているときに、利用乳幼児に病状の急変、その他

緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は利用乳幼児の主治医に連絡する等、必要な

措置を講じるものとする。 

2 保育の提供により事故が発生した場合は、横浜市、利用乳幼児の保護者等に連絡す るとと

もに、必要な措置を講じるものとする。 



3 当園は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生 の原

因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

4 利用乳幼児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償 を速

やかに行うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第 14 条 当園は、非常災害に備え、利用乳幼児の安全を確保するための具体的な計画及びマ

ニュアル（次項及び第 4項において「計画等」という。）を作成することとする。 

2 当園は、計画等に基づき、利用乳幼児の避難及び関係機関への連絡のための体制を整備し、

当該体制について職員に周知するとともに、利用乳幼児に避難方法等について理解させる

よう努めることとする。 

3 当園は、少なくとも毎月１回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。 

4 当園は、前項における訓練の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しを行うことと

する。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第 15 条 当園は、利用乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を

行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 

 

（記録の整備） 

第 16 条 当園は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から 5 年間

保存するものとする。 

⑴ 保育の実施に当たっての計画 

⑵ 提供した保育に係る提供記録 

⑶ 横浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成 26 年 9 月 25 日横浜市条例第 48 号）第 19条に規定する支給認定を行った市区町村

への通知に係る記録 

⑷ 保護者からの苦情の内容等の記録 

⑸ 事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録 

 

（苦情等について） 

第 17条 保護者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合

本園は、速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無並びに改善方法につ

いて、保護者に報告するものとする。 なお、苦情申立窓口は、別紙苦情対応規程に記載

された通りである。 

 

（第三者評価について） 

第 18条 保育園にかかる第三者評価事業を３年５年に１回受審するものとし、この結果を

公表するものとする。 

 

（秘密の保持について） 

第 19条 保育園は、業務上知り得た入所児及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項

については、入所児又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場



合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文書（情報提供同意書）

により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、保育園利用

中及び利用終了後においても第三者に対して秘匿します。 

2 職員は業務上知り得た入所児またはその家族の秘密を保持しなければならない。また、職

員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。 

 

（改正について） 

第 20条 この規則を改正、廃止するときは、社会福祉法人すくすくどろんこの会理事会の議

決を経るものとする。 

 

付則 この規則は令和 4年 4月 1日から施行する。 

令和 5年 4月 1日から施行する。 

令和 8年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

  



【別表】保育・教育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

費用の種類 納付額 徴収の目的 

主食費（3 歳児以上） 500 円（月額） 主食費として 

副食費（3 歳児以上） 5,000 円（月額） 副食費、おやつ費として 

日本スポーツ振興 

センター掛金 

200 円（年額） 園の管理下における災害に対し、災害共済給付金を受領す

る為の費用 

行事活動費 2,000 円（年額） 各行事のプレゼント費等として 

卒園対策費（5 歳児） 1,000 円（月額） お別れ遠足、卒園アルバム費等として 

カラー帽子（希望者） 1,100 円程度 クラスで使用するためのもの 

コットパット（希望者） 2,100 円程度 午睡時に使用するためのもの 

連絡ファイル 

（0，1，2 歳児） 

150 円程度 毎日の連絡用紙を入れるもの 

出席ノート 

（3，4，5 歳児） 

300 円程度 毎日の出席時に使用するもの 

出席ノート 

シール帳（3，4，5 歳児） 

280 円程度 出席ノートに貼るもの 

お誕生カード 280 円程度 誕生日のお祝いとして 

お絵描き帳 

（3，4，5 歳児） 

380 円程度 保育用品として 

粘土板付お道具箱ふた 

（3，4，5 歳児） 

500 円程度 保育用品として 

お道具箱下 

（3，4，5 歳児） 

550 円程度 保育用品として 

クレヨン 

（3，4，5 歳児希望者） 

620 円程度 保育用品として 

のり 

（3，4，5 歳児希望者） 

210 円程度 保育用品として 

粘土 

（3，4，5 歳児希望者） 

 

350 円程度 保育用品として 

粘土ケース 

（3，4，5 歳児希望者） 

330 円程度 保育用品として 

園服（スモック） 

（3，4，5 歳児） 

 

7,500 円 

8,500 円程度 

園服代として 

園服（半パンツ） 

（3，4，5 歳児） 

2,000 円 

3,000 円程度 

園服代として 

園服（長パンツ） 

（3，4，5 歳児希望者） 

3,600 円 

4,500 円程度 

園服代として 

園服（半袖ポロシャツ） 

（3，4，5 歳児希望者） 

3,500 円 

4,000 円程度 

園服代として 

園服（長袖ポロシャツ） 

（3，4，5 歳児希望者） 

3,900 円 

4,500 円程度 

園服代として 

 


